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富山県告示第86号 

      土地改良区の定款変更の認可について 

  常東用水土地改良区から申請のあった定款の変更については、土地改良法（昭和 

24年法律第 195号）第30条第２項の規定により、令和８年２月20日認可した。 

     令和８年３月２日 

                    富山県知事  新  田  八  朗  
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令和８年二級建築士試験及び木造建築士試験の施行について 

 建築士法（昭和25年法律第 202号）第13条の規定により、令和８年二級建築士試 

験及び木造建築士試験を次のとおり実施するので、富山県建築士法施行規則（昭和 

25年富山県規則第 108号）第13条の規定により公告する。 

 なお、試験の実施に関する事務は、建築士法第15条の６第１項の規定により、富 

山県指定試験機関である公益財団法人建築技術教育普及センターに行わせる。 

  令和８年３月２日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
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１ 試験日及び時間 

 ⑴ 学科の試験 

  ア 二級建築士試験 

    令和８年７月５日（日）午前10時15分から午後５時20分まで 

  イ 木造建築士試験 

    令和８年７月26日（日）午前10時15分から午後５時20分まで 

 ⑵ 設計製図の試験 

  ア 二級建築士試験 

    令和８年９月13日（日）午前11時から午後４時まで 

  イ 木造建築士試験 

    令和８年10月11日（日）午前11時から午後４時まで 

２ 試験地 

 ⑴ 学科の試験 

  ア 二級建築士試験 

    富山市五福3190 富山大学工学部 

  イ 木造建築士試験 

    富山市五福3190 富山大学工学部 

 ⑵ 設計製図の試験 

  ア 二級建築士試験 

    富山市五福3190 富山大学工学部 

  イ 木造建築士試験 

    富山市五福3190 富山大学工学部 

３ 受験申込手続（二級建築士試験、木造建築士試験共通） 

 ⑴ 受付期間 

   令和８年４月１日（水）午前10時から４月14日（火）午後４時まで 

 ⑵ 申込方法 

   公益財団法人建築技術教育普及センターのホームページ（https://www.jaeic. 

  or.jp/）において、必要な事項を入力し申し込むこと。 

   なお、インターネットによる申し込みが行えない正当な理由がある場合（身 
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  体に障がいがありインターネットの利用が困難である等）には、令和８年４月 

  ７日（火）までに公益財団法人建築技術教育普及センター本部に申し出ること。 

４ 合格者の発表 

 ⑴ 学科の試験の合格者の発表（二級建築士試験、木造建築士試験共通） 

   令和８年８月24日（月）（予定） 

 ⑵ 設計製図の試験の合格者の発表（二級建築士試験、木造建築士試験共通） 

   令和８年12月３日（木）（予定） 

５ その他 

 ⑴ 二級建築士試験「設計製図の試験」の課題は令和８年６月24日（水）頃から、 

  木造建築士試験「設計製図の試験」の課題は令和８年７月８日（水）頃から公 

  益財団法人建築技術教育普及センターのホームページ（https://www.jaeic.or.jp/） 

  において公表する。 

 ⑵ 受験に際し、身体に障がいがあるため特に何らかの措置を希望する者は、あ 

  らかじめ受付期間内にその旨を申し出ること。 

 

 

どこでも交通安全サポート事業業務委託に係る一般競争入札の実施 

 どこでも交通安全サポート事業業務委託について、次のとおり一般競争入札を行 

うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の６第１項の規定によ 

り公告する。 

  令和８年３月２日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 入札に付する事項 

 ⑴  委託業務の名称等 

   どこでも交通安全サポート事業業務委託 

   （交通安全教育車を活用した交通安全教育事業の委託） 

 ⑵  委託業務の仕様等 

   入札説明書による。 

 ⑶  委託期間 
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   契約締結日から令和８年12月25日まで 

 ⑷  委託業務の実施場所  

   富山県内 

２ 入札に参加する者に必要な資格  

  次に掲げる要件を全て満たすこと。 

 ⑴ 地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 

  の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則（昭和62年富 

  山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載さ 

  れている者であること。 

３ 入札に参加する資格の確認 

 ⑴  入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書（以下「申請書」と 

  いう。）及び入札参加資格確認資料（以下「資料」という。）を提出し、入札 

  に参加する資格の確認を受けなければならない。申請書若しくは資料を提出し 

  ない者又は入札に参加する資格がないと認められた者は、入札に参加できない。 

 ⑵ 資料は、次のとおりとする。 

  ア 富山県知事からの物品等競争入札参加資格者決定通知書の写し 

  イ 業務内容及び活動内容の分かる書類 

  ウ 契約を履行できることが証明できる書類 

 ⑶ 申請書及び資料の提出期間 

   令和８年３月３日から同年３月11日までの間（日曜日及び土曜日を除く。） 

  の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までとする。ただし、競争 

  入札参加資格審査を現に申請している者にあっては、前記⑵アの資料は、入札 

  書提出時とする。 

 ⑷ 申請書及び資料の提出場所 

   〒930-8570 富山市新総曲輪１番７号 

          富山県警察本部交通部交通企画課庶務係 

          電話076-441-2211 

 ⑸ 申請書及び資料の提出方法 
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   直接持参 

 ⑹ 入札参加資格の確認の結果 

   入札参加資格の確認の結果は、令和８年３月16日までに申請者に通知する。 

   なお、提出した資料に関し、契約を担当する職員から説明を求められたとき 

  は、これに応じなければならない。 

  ⑺  入札参加資格がないと通知された者に対する理由の説明 

   前記⑹により入札参加資格がないと通知された者は、その理由について説明 

  を求めることができる。この場合、説明を求める旨を記載した書面を前記⑷の 

  提出場所へ令和８年３月19日までに提出しなければならない。 

    回答は、令和８年３月27日までに文書で行う。 

４ 入札説明書の交付等 

 ⑴ 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先（この公告に関す 

  る事務を担当する室課の名称） 

   〒930-8570 富山市新総曲輪１番７号 

         富山県警察本部交通部交通企画課庶務係 

         電話076-441-2211 

 ⑵  入札説明書及び仕様書の交付方法 

   令和８年３月２日から同年３月６日までの間の午前９時から正午まで及び午 

  後１時から午後５時まで、前記⑴の場所において交付する。 

５ 入札及び開札の日時、場所等 

 ⑴ 入札方法 

   出場入札 

 ⑵ 入札及び開札の日時 

   令和８年４月１日 午後１時30分 

 ⑶ 入札及び開札の場所 

   〒930-8570 富山市新総曲輪１番７号 

         富山県警察本部９階 901会議室 

６ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 
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７ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵  この公告に示した競争入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった 

  者のした入札 

 ⑶ 入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

８ 入札の方法 

 ⑴ 入札書に記載する金額は、受託に要する一切の費用を見積もるものとする。 

 ⑵ 落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額 

  を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 

  額）とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 

  者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 

   100に相当する金額を入札書に記載すること。 

９ 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出し、かつ、前記３の資料の審査の結果、この公告及び入 

  札説明書に示した業務を遂行できると認めた者であって、予定価格の制限の範 

  囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

  札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入 

  札をすることがある。 

10 その他 

 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。 

 ⑶ 議会により当事業の予算が否決された場合は、当事業は中止する。 
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